
第14次東京労働局労働災害防止計画（2023～2027年度）
がスタートしました。
引き続き、労働災害防止対策の推進をお願いします︕

トップが発信︕ みんなで宣言 一人一人が「安全・安心」

４
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教育強化

東京労働局労働基準部安全課

【重点取組事項】

建設業の労働災害防止対策を
強化しましょう

の取組についての確認をお願いします（裏面）



重点取組事項について
１ 墜落・転落をはじめとした死亡災害を発生させない旨の決意表明と発信

安全衛生管理活動（現場巡視及び災防協、下請事業者に対する的確な指導・支援
等）が実施されていること。
また、作業計画及び作業手順書の作成とそれに基づく手順の遵守、作業開始前の
打合せの実施、ＫＹ活動の活性化（マンネリ化防止）に向けた取組が行われていること。

【留意事項】
※ 日々の職場巡視の徹底はもとより、現場の危険箇所を見つける能力（危険感受
性）を養うような創意工夫を凝らした取組を促進することにより、現場全体の安全レ
ベルの向上を図ること。

※ リスクアセスメントの適切な実施により、工事の計画段階において作業に伴うリス
クの除去・低減を検討し、当該検討した工事計画に沿った適切な作業方法を定め、
これに基づく作業を徹底すること。

【留意事項】
※ 死亡災害に占める「墜落・転落」災害の占める割合が高いことを踏まえ、リスクア
セスメントの実施に当たっては、高所作業自体の除去・低減に努めること。

※ 墜落防止措置については、「手すり」の設置などの設備的対策によることを原則
とし、点検等の適切な実施により、その維持・管理の徹底を図ること。

※ 設備的対策を講ずることが困難な場合や、設備的対策を講じてもなお、墜落によ
るリスクがある場合については、墜落制止用器具の使用等を徹底すること。

※ 適切な墜落防止措置を講じた場合であっても、「手すりを乗り越える」等の不安全
行動は災害に直結するため、労働者に対する教育や現場巡視の徹底等により、
現場全体で不安全行動を排除するよう努めること。

２ 安全衛生管理活動の的確な実施及び活性化に向けた取組

３ 墜落・転落災害防止対策の徹底

４ 安全衛生意識の向上等を目指した安全衛生教育の徹底

現場所長自らが「死亡災害を発生させない」旨の決意を安全衛生宣言などで表明す
るとともに、現場全体への適切かつ継続的な発信及び周知がなされていること。

(1)高所作業において、敷地の幅に応じた有効な足場などの作業床の設置、作業床の端や開口部にお
ける手すり（囲い等）の設置、墜落制止用器具の的確な使用など墜落・転落防止を重点とした点検
強化が的確に図られていること。
(2)墜落・転落による危険を未然に防ぐためのリスクアセスメントが実施されていること。
(3)鉄骨建方作業が含まれる場合に、令和５年９月28日付け東労発基0928第９号「建築工事における
建築物等の鉄骨組立て等の作業の安全総点検について」に基づく安全総点検が行われていること。

(1)安全衛生ルールが掲示やデジタルサイネージ等により現場全体で共有され、安全衛生対策が盛り
込まれた作業手順書の周知が的確に行われていること。

(2)新規入場者教育、職長教育や必要な特別教育の実施状況を確認するとともに、事前教育（下請事
業者による入場前教育）の支援が的確に行われていること。
(3)危険意識の低下や作業の慣れから生ずる災害防止対策として、災害事例の共有や
体験型安全衛生教育の実施など安全衛生意識の向上が図られていること。

【留意事項】

※ 作業員に対する雇入れ時教育、新規入場者教育はもとより、「建設業に不慣れな者」を使用することを

前提とした管理が必要であることから、必要に応じ、職長教育や安全衛生責任者教育等について再教

育を行うこと。また、建設現場で新たに仕事をされる「建設新規就業者」に対しては“建設現場における

労働災害防止に必要な最低限のルールを習得させる”ための教育を実施すること。

※ 元方事業者、協力会社相互間のコミュニケーション強化と現場全体の安全意識の高揚を図ること。
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安全衛生宣言

墜落災害をなくすため
すべての作業計画で、
墜落転落にかかるリス
クアセスメントに基づ
き評価を行わせます

令和 年 月 日例

労働災害防止のため私は、

〇×△建設株式会社
□□□□新築工事
所長 〇〇〇〇



厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署

足場からの墜落防止措置が
強化されます

●改正労働安全衛生規則　令和5年10月1日から順次施行●

厚生労働省では足場に関する法定の墜落防止措置を定める労働安全衛生規則を
改正し、足場からの墜落防止措置を強化しました。令和5年10月1日（一部規
定は令和 6年 4月 1日）から順次施行します。

また、労働災害防止対策を確実に実施するため、安全衛生経費については適切
に確保してください。

改正のあらまし

一側足場の使用範囲が明確化されます1

足場の点検時には点検者の指名が必要になります2

足場の組立て等の後の点検者の氏名の記録・保存が必要になります3

幅が 1 メートル以上の箇所において足場を使用するときは、原則として本足場を使用する
ことが必要になります。

事業者及び注文者が足場の点検（つり足場を含む。）を行う際は、あらかじめ点検者を指
名することが必要になります。

足場の組立て、一部解体、変更等の後の点検後に、点検者の氏名を記録・保存すること
が必要になります。



令和 6 年 4 月1日以降、幅が 1メートル以上の箇所※において足場を使用するときは、原則として本足場
を使用する必要があります。なお、幅が 1メートル未満の場合であっても、可能な限り本足場を使用して
ください。
つり足場の場合や、障害物の存在その他の足場を使用する場所の状況により本足場を使用することが困難
なときは本足場を使用しなくても差し支えありません。
※足場を設ける床面において、当該足場を使用する建築物等の外面を起点としたはり間方向の水平距離が 1メートル以上ある箇所のこと。

●「幅が1メートル以上の箇所」に関する留意点

足場設置のため確保した幅が 1メートル以上の箇所について、その一部が公道に
かかる場合、使用許可が得られない場合、その他当該箇所が注文者、施工業者、
工事関係者の管理の範囲外である場合等については含まれません。
なお、足場の使用に当たっては、可能な限り「幅が 1メートル以上の箇所」を確
保してください。

● �「障害物の存在その他の足場を使用する場所の状況により本足場を使用する�
ことが困難なとき」とは

・足場を設ける箇所の全
部又は一部に撤去が困
難な障害物があり、建
地を 2 本設置すること
が困難なとき

・建築物の外面の形状が
複雑で、1 メートル未
満ごとに隅角部を設け
る必要があるとき

1m未満

・屋根等に足場を設ける
とき等、足場を設ける
床面に著しい傾斜、凹
凸等があり、建地を 2
本設置することが困難
なとき

・本足場を使用すること
により建築物等と足場
の作業床との間隔※が
広くなり、墜落・転落
災害のリスクが高まる
とき

※足場の使用に当たっては建築物等と足場の作業床との間隔が 30 センチメートル以内とすることが望ましいです。

＜留意点＞
足場を設ける箇所の一部に撤去が困難な障害物があるとき等にお
いて、建地の一部を 1本とする場合は、足場の動揺や倒壊を防止
するのに十分な強度を有する構造としなければなりません。

※図はイメージ。分かり易くするため足場は簡略化して図示しています。

一側足場の使用範囲が明確化されます� 安衛則第561条の 2（新設）1 R6.4.1
施行

1m
以上

1m以上

敷地境界線

道路



事業者又は注文者が足場の点検を行う際は、点検者を指名しなければなりません。

●指名の方法

点検者の指名の方法は「書面で伝達」「朝礼等に際し口頭で伝達」「メール、電話等で伝達あらかじめ点検者の指
名順を決めてその順番を伝達」等、点検者自らが点検者であるという認識を持ち、責任を持って点検ができる方
法で行ってください。

● �点検者について

事業者又は注文者が行う足場の組立て、一部解体又は一部変更の後の点検は、

・足場の組立て等作業主任者であって、足場の組立て等作業主任者能力向上教育を受講している者

・労働安全コンサルタント（試験の区分が土木又は建築である者）等労働安全衛生法第 88 条に基づく足場
の設置等の届出に係る「計画作成参画者」に必要な資格を有する者

・全国仮設安全事業協同組合が行う「仮設安全監理者資格取得講習」を受けた者

・建設業労働災害防止協会が行う「施工管理者等のための足場点検実務研修」を受けた者

等十分な知識・経験を有する者を指名することが適切であり、「足場等の種類別点検チェックリスト」を活用
することが望ましいです。

事業者又は注文者が行う足場の組立て、一部解体又は一部変更の後の点検後に 2 で指名した点検者の氏
名を記録及び保存しなければなりません。

＜留意点＞
足場の点検後の記録及び保存に当たっては、「足場等の種類別点検チェックリスト」を活用することが望ま
しいです。

足場の点検時には点検者の指名が必要になります	安衛則第567条、第568条、
	 第 655条2

足場の組立て等の後の点検者の氏名の�
記録・保存が必要になります�

安衛則第 567条、第 655条3

R5.10.1
施行

R5.10.1
施行



建設工事従事者の安全及び健康の確保のために 
安全衛生経費の適切な支払いが必要です

建設業における労働災害の発生状況は、長期的に減少傾向にあるものの、いわゆる一人親方等を含めた建
設工事従事者全体では、墜落災害をはじめとする建設工事の現場での災害により、年間約 400 人もの尊い命
が亡くなっています。

労働安全衛生法は元請負人及び下請負人に労働災害防止対策を義務づけており、それに要する経費は元請
負人及び下請負人が義務的に負担しなければならない費用であり、建設業法第 19 条の 3 に規定する「通常
必要と認められる原価」に含まれるものです。建設工事請負契約はこの経費を含む金額で締結することが必
要です。

●労働災害防止対策の実施者及び経費負担者の明確化の流れ
（1）元請負人による見積条件の提示

元請負人は、見積条件の提示の際、労働災害防止対策の実施者及びその経費の負担者の区分を明確化し、
下請負人が自ら実施する労働災害防止対策を把握でき、かつ、その経費を適正に見積もることができる
ようにしなければなりません。

（2）下請負人による労働災害防止対策に要する経費の明示
下請負人は、元請負人から提示された見積条件をもとに、自らが負担することとなる労働災害防止対策
に要する経費を適正に見積った上、元請負人に提出する見積書に明示する必要があります。

（3）契約交渉
元請負人は、「労働災害防止対策」の重要性に関する意識を共有し、下請負人から提出された労働災害
防止対策に要する経費」が明示された見積書を尊重しつつ、建設業法第 18 条を踏まえ、対等な立場で
契約交渉をしなければなりません。

（4）契約書面における明確化
元請負人及び下請負人は、契約内容の書面化に際して、契約書面の施工条件等に、労働災害防止対策の
実施者及びそれに要する経費の負担者の区分を記載し明確化するとともに、下請負人が負担しなければ
ならない労働災害防止対策に要する経費については、他の経費と切り離し難いものを除き、契約書面の
内訳書などに明示することが必要です。

国土交通省では、安全衛生経費が下請負人まで適切に支払われるよう、令和 4 年度より、学識経験者、建
設関係団体等のご協力を得て「安全衛生対策項目の確認表及び標準見積書に関する WG」を設置し、安全衛
生対策項目の確認表、安全衛生経費を内訳として明示するための「標準見積書」の作成・普及に向けた取組
を進めています。「安全衛生対策項目の確認表及び標準見積書に関する WG」での議論や成果等は、順次、
以下の HP で公表します。

https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/const/anzeneisei.html

問い合わせ先：国土交通省 不動産・建設経済局 建設市場整備課 専門工事業・建設関連業振興室
電話番号：03（5253）8111（内線 24813 ／ 24816）



はしごを使う前に
はしごを使う時は、次のチェックリストを使って、作業現場の点検をしてください。

あなたやあなたと一緒に働く仲間を守るため、すべてにチェックがついた状態に

なってから、作業を始めましょう。

出典：「シリーズ・ここが危ない

高所作業」中央労働災
害防止協会編

厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署

□はしごの上部・下部の固定状況を確認している

移動はしご（安衛則第527条）

１ 丈夫な構造

２ 材料は著しい損傷、腐食等がない

３ 幅は30㎝以上

４ すべり止め措置の取付その他転位を防止

するための必要な措置

｢労働安全衛生規則」で定められている事項

「はしごや脚立からの墜落・転落災害をなくしましょう！」

（リーフレット）も確認してください。⇒⇒⇒

（R3. 3）

（作業前点検リスト）
年 月 日 天気（晴・曇・雨・雪）

現場名 確認担当者名

作業前 ８ のチェック！！

※既設はしごを使うときも、チェックしましょう

□（はしごをボルトで取付けている場合）ボルトが緩んだり腐食したりしていない

□はしごの足元に、滑り止め（転位防止措置）がある

□はしごの上端を、上端床から60㎝以上突出している

□はしごの立て掛け角度は、75度程度となっている

□はしごの踏みさんに、明らかな傷みはない

□ヘルメットを着用し、あごひもを
締めている

□靴は脱げにくく、滑りにくい



脚立を使う前に
脚立を使う時は、次のチェックリストを使って、作業現場の点検をしてください。

あなたやあなたと一緒に働く仲間を守るため、すべてにチェックがついた状態に

なってから、作業を始めましょう！

作業前 10 のチェック！！

｢労働安全衛生規則」で定められている事項

（作業前点検リスト）
天気（晴・曇・雨・雪）年 月 日

現場名 確認担当者名

□ねじ、ピンの緩み、脱落、踏みさんの明らかな傷みはない

□天板上や天板をまたいで作業をしない

□作業は２段目以下の踏みさんを使用する
（３段目以下がよりよい）

□脚立は安定した場所に設置している

□開き止めに確実にロックをかけた

□身体を天板や踏みさんに当て、身体を安定させる

□靴は脱げにくく、滑りにくいものを履いている

□ヘルメットを着用し、あごひもをしめている

□作業は頭の真上でしない

□荷物を持って昇降しない

脚立（安衛則第528条）

１ 丈夫な構造

２ 材料は著しい損傷、腐食等がない

３ 脚と水平面との角度を75度以下とし、

折りたたみ式のものは、角度を確実に保つ

ための金具等を整える

４ 踏み面は作業を安全に行うため必要な面積を有する

高さ２ｍ以上での作業時は、墜落制止用器具の使用も必要です！

「はしごや脚立からの墜落・転落災害をなくしましょう！」

（リーフレット）も確認してください。⇒⇒⇒

厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署
（R3. 3）



労働安全衛生規則（以下「安衛則」といいます）が改正され「昇降

設備の設置」「保護帽の着用」「テールゲートリフターの操作に係

る特別教育」が義務付けられました。

特別教育については令和6年2月から、それ以外の規定は令和5年

10月から施行されます。

改正のあらまし

昇降設備の設置及び保護帽の着用が必要な貨物自動車の範囲が拡大されます1

テールゲートリフターを使用して荷を積み卸す作業への特別教育が義務化されます2

運転位置から離れる場合の措置が一部改正されます3

テールゲートリフターの操作者に対し、学科教育4時間、実技教育2時間の安全衛生に係る

特別の教育を行うことが必要になります。

これまで最大積載量5トン以上の貨物自動車を対象としておりましたが、新たに最大積載量2トン以上

5トン未満の貨物自動車において、荷役作業時の昇降設備の設置及び保護帽の着用が義務づけられます

（一部例外あり）。

運転席から離れてテールゲートリフターを操作する場合において、原動機の停止義務が除外されます。

なお、その他の逸走防止措置は引き続き必要です。



1 昇降設備、保護帽の設置義務の範囲が拡大されます
R5.10.1
施行

● 昇降設備について（安衛則第151条の67関係）

荷を積み卸す作業を行うときに、昇降設備の設置義務の対象となる貨物自動車について、最大積載量

が5トン以上のものに加え、2トン以上5トン未満のものが追加されます。

「昇降設備」には、踏み台等の可搬式のもののほか、貨物自動車に設置されている昇降用のステップ

等が含まれます。なお、昇降用ステップは、できるだけ乗降グリップ等による三点支持等により安全

に昇降できる形式のものとするようにしてください。
○：現行の規則、●：新設、△：望ましい措置

備 考5t以上2t以上 5t未満2t未満

高さ1.5mを超える箇所で作業を行うときは、

安衛則第526条第1項の規定に基づき、原則と

して昇降設備の設置が義務付けられています。
○●△

床面から荷の上

又は荷台までの

昇降設備の設置

※荷の積み卸しを伴わない作業については、陸上貨物運送事業における荷役作業の安全対策ガイドラインにおいて、昇降設備の設置や墜落・転落の危険の

ある作業において保護帽を着用することとされています。

【テールゲートリフターをステップとして使用する場合の留意事項】

テールゲートリフターを昇

降設備として使用する場合

は、中間位置で停止させて

ステップとして使用してく

ださい。

原則として、テールゲート

リフターの昇降時には、労

働者を搭乗させてはいけま

せん。

※詳細についてはメーカー

取扱説明書をご参照くださ

い。

● 保護帽について（安衛則第151条の74関係）

荷を積み卸す作業を行うときに、労働者に保護帽を着用させる義務の対象となる貨物自動車について、

最大積載量が5トン以上のものに加え、以下のものが追加されます。

① 最大積載量が2トン以上5トン未満の貨物自動車であって、荷台の側面が構造上開放されているも

の又は構造上開閉できるもの（平ボディ車、ウイング車等）。

② 最大積載量が2トン以上5トン未満の貨物自動車であって、テールゲートリフターが設置されてい

るもの（テールゲートリフターを使用せずに荷を積み卸す作業を行う等の場合は適用されません）。

保護帽は、型式検定に合格した「墜落時保護用」のものを使用する必要があります。

○：現行の規則、●：新設、△：望ましい措置

備 考5t以上2t以上 5t未満2t未満

高さ2m以上の箇所で作業を行うときは、安衛

則第518条の規定に基づき、墜落による危険

を防止するための措置を講じる必要があります。○

●

（上記①②）

△
墜落による危険を

防止するための

保護帽の着用 △
（上記以外）

※荷の積み卸しを伴わない作業については、陸上貨物運送事業における荷役作業の安全対策ガイドラインにおいて、昇降設備の設置や墜落・転落の危険の

ある作業において保護帽を着用することとされています。



2 テールゲートリフターを使用して荷を積み卸す作業への
特別教育が義務化されます

3 運転位置から離れる場合の措置が一部改正されます

荷を積み卸す作業におけるテールゲートリフターの操作※の業務を行う労働者に対し、以下の科目、

時間について特別教育を実施する必要があります。

また、特別教育を行ったときは、事業者において受講者、科目等の記録を作成し、3年間保存する必

要があります。

※「テールゲートリフターの操作」には、稼働スイッチの操作のほか、キャスターストッパー等を操作すること、昇降板の展開や格納の操作を行うこ

と等が含まれます。

時 間範 囲科 目

1.5時間
・テールゲートリフターの種類、構造及び取扱い方法

・テールゲートリフターの点検及び整備の方法

テールゲートリフターに
関する知識

学科教育
2時間

・荷の種類及び取扱い方法
・台車の種類、構造及び取扱い方法
・保護具の着用

・災害防止

テールゲートリフターによる
作業に関する知識

0.5時間・労働安全衛生法令中の関係条項関係法令

2時間・テールゲートリフターの操作の方法実技教育

【一部省略できる者】

① 施行の日時点において6月以上の業務従事歴を有する者は以下の時間とすることができます。

テールゲートリフターに関する知識⇒45分以上で可 テールゲートリフターによる作業に関する知識⇒省略不可

関係法令⇒省略不可 テールゲートリフターの操作の方法⇒1時間以上で可

② 「陸上貨物運送事業における荷役作業の安全対策ガイドライン」に基づく教育を実施した者は以下のとおり省略できます。

テールゲートリフターに関する知識⇒省略可 テールゲートリフターによる作業に関する知識⇒省略可

関係法令⇒省略不可 テールゲートリフターの操作の方法⇒省略不可

③ 陸上貨物運送事業労働災害防止協会による「ロールボックスパレット及びテールゲートリフター等による荷役作業安全講習会」を受講した者は以

下のとおり省略できます。

テールゲートリフターに関する知識⇒省略不可 テールゲートリフターによる作業に関する知識⇒省略可

関係法令⇒省略不可 テールゲートリフターの操作の方法⇒省略不可

※その他詳細については最寄りの労働基準監督署あてお問い合わせください。

走行のための運転位置とテールゲートリフター等の操作位置が異なる貨物自動車を運転する場合にお

いて、テールゲートリフター等を操作し、又は操作しようとしている場合は、原動機の停止義務の適

用が除外されます。なお、ブレーキを確実にかける等の貨物自動車の逸走防止措置については、引き

続き義務付けられることにご留意ください。また、逸走防止の観点から、可能な範囲で原動機も停止

するようにしてください。

R6.2.1
施行

R5.10.1
施行



昇降設備の留意事項について

貨物自動車に設置されているステップで

突出していないもの（上から見たときに

ステップが見えない等）は、墜落・転落

するリスクが高いため、より安全な昇降

設備を設置するようにしてください。

貨物自動車に設置されている昇降用の

ステップについては、可能な限り乗降

グリップがあり、三点支持等により安全

に昇降できる形式のものとしてください。

可搬式の踏み台等の例

新たに保護帽の着用が必要となるトラックの種類（最大積載量2トン以上5トン未満のもの）

保護帽の着用が必要となるもの 適用されないもの

平ボディ車 ウイング車

建機運搬車 バン

（荷台の側面が構造上開閉できるものの例）

（荷台の側面が構造上開放されているものの例） （テールゲートリフターが設置されているもの）

※最大積載量5トン以上のトラックについては、トラックの種類にかかわらず保護帽の着用が必要です。

バン

（テールゲートリフターが設置されていないもの）

※墜落・転落の危険のある作業において

保護帽を着用することが望ましい。



テールゲートリフターの種類

後部格納式アーム式 垂直式 床下格納式

メーカー固有の商品名にかかわらず、労働安全衛生規則においては、貨物自動車の荷台の後部に設置され

た動力により駆動されるリフトが規制の対象になります。

その他、気をつけていただきたい事

【床下格納式におけるサイドストッ

パーの隙間についての注意事項】

【テールゲートリフターの点検について】

テールゲートリフターについては、安衛則第
151条の75に基づき作業開始前に点検を行っ
てください。

折り畳み部周辺のサイドストッパーに隙間が生
じるので、隙間から車輪が脱輪しないよう、注
意してください。

［点検項目の例］

①正常に動作するか、異音がないか

②部材に亀裂、損傷、変形等がないか

③油圧系統に接手のゆるみや油漏れ等がないか

④スイッチは正常に動作するか、電気系統に異常はないか

【ロールボックスパレットの不具合を

確認したとき】

【U字型ロールボックスパレットについて】

ロールボックスパレットの不具合を確認した場
合は、速やかに所有者又は荷主に報告し、対応
を協議してください。

短辺側をストッパーに当てると斜め配置になり、
転倒や荷崩れにつながるおそれがありますので、
逸走防止措置を確実に講じてください。



厚生労働省では、陸上貨物運送事業における労働災害を防止するため、

以下のガイドラインを公表しております。

法令に定める事項のほか同ガイドラインに定める措置についても

積極的な取組を進めていただきますようお願いいたします。

陸運業に従事する労働者の荷役作業での労働災害を防止するために、荷役

作業場所における安全の確保等、陸運事業者、荷主、配送先、元請事業者

などが取り組むべき事項を示したもの。

交通労働災害の防止を図るための指針として、安全な走行ができない可能

性が高い発注の禁止等、事業者や運転者の責務と、荷主、元請事業者等に

よる配慮事項等を示したもの。

陸上貨物運送事業における荷役作業の
安全対策ガイドライン

交通労働災害防止のためのガイドライン

●令和6年（2024年）4月からトラック運転者の改善基準告示を改正！

●長時間の恒常的な荷待ちを改善しましょう

発荷主・着荷主・元請運送事業者の皆さまへ

トラック運転者の長時間労働や過労の要因となるため、長時間の荷待ちを発生させないよう努めましょう。

取り組み例
・納品時間の指定を柔軟にする

・納品を特定の曜日・時間帯に集中させない

・積込場所を分散し１か所当たりの車両台数を減らす

・パレットを用いるなどで荷役作業の時間を短縮する

・注文からお届けまでの期間に余裕をもたせる

詳細はこちらをご覧ください▶
「荷主と運送事業者の協力による取引環境と
長時間労働の改善に向けたガイドライン」
厚生労働省・国土交通省・公益社団法人

全日本トラック協会（2019/08）

改正安衛則の本文や施行通達など、詳しい内容につきましては、

厚生労働省ホームページからご覧いただけます。

▲詳細はこちらを
ご覧ください

▲詳細はこちらを
ご覧ください

▲詳細はこちらを
ご覧ください

（2023.6）







































建設業の元方事業者のみなさまへ

建設工事現場での労働災害を
防止するために

管内の建設工事現場における労働災害が多発しており、一層の安
全衛生管理が求められる状況です。
このリーフレットは、建設業において取り組まれた事例とともに、

建設工事現場において元方事業者が実施すべき事項についてまとめ
たものです。

元方事業者としての十分な統括管理をお願いします

安全衛生管理計画の策定をお願いします︕
作業所長としての安全衛生方針、災害防止重点目標、目標を達成するための

具体的な実施事項を定め、現場内の見やすい箇所に掲示することで、関係請負
人を含め災害防止の徹底について周知啓発を図るようお願いします。

作業所長の安全衛生方針

災害防止重点目標

目標を達成するための
具体的な実施事項

第三者を最優先とした上で、二重の安全対策を加味した
作業計画を立案することで、

「死亡災害ゼロ」「重大災害ゼロ」を実現する。

死亡災害ゼロ、重大災害ゼロ

1. 作業所長は、「墜落の危険がある場所の洗い出し」を行い、二重の安
全対策を加味した計画書を作成させ、管理責任者を明確にし、現地の
確認及び報告をさせる。

2. 工事担当者は、墜落制止用器具の使用を指導し、繰り返し指導する。
未使用者には強制的に使用させ、見て見ぬふりをしない・させない。
不安全行動を発見した際には作業を中断させる。

数値などを定めて、可能
な限り具体的な目標とす
るのが望ましいです。

目標達成のための具体的
な実施事項は、その実施
者を明確にした上で設定
するのが望ましいです。

作業所長自らの経験等を
踏まえ、安全衛生方針を
打ち出してください。

渋谷労働基準監督署



作業所長用
水平ネットの設置及び墜落制止用器具の使
用を徹底させている。安全衛生方針を表明し、周知している。

クレーン及び建設機械等の作業区画に立入
禁止措置又は誘導員の配置を行っている。

全ての関係請負人が参加する協議組織を、
毎月１回以上開催している。

新規入場者への教育の実施状況を把握して
いる。

関係請負人が混在する作業の開始前には、
作業間の連絡調整を行う機会を設けている。

外国人労働者や高年齢労働者が安全に働け
るよう配慮している。

毎作業日に１回以上作業場所を巡視してい
る。

作業員の資格を原本で確認している。朝礼やKY活動を含む一日のサイクル（安全
施工サイクル）を定め、毎日実行している。

下請が持ち込んだ機械を把握し、点検を行
っている。

作業ごとにリスクアセスメントを実施し、
より安全な施工方法を採用している。

下請労働者の健康診断実施状況を確認して
いる。

作業ごとに作業手順を作成し、関係請負人
に周知している。

元請の現場職員の時間外・休日労働時間は
適正である。

作業が変更になった場合には、作業手順を
修正している。

元請の現場職員のうち、長時間労働者に対
しては医師による面接指導を実施している。

関係請負人が作業手順を遵守していること
を確認している。

元請の現場職員を対象に、無記名のストレ
スチェックを実施している。

関係請負人の法令違反を防止するための指
導及び指示を実施している。

使用する化学物資を安全データシート
（SDS）で危険性有害性を把握している。

関係請負人がその労働者に受けさせる安全
衛生教育を指導援助している。

店社用
計画に基づいた各労働災害防止対策を現場
に指示している。

安全衛生管理計画を作成し、同方針を表明
している。

施工計画・安全衛生管理計画の事前審査を
行っている。

統括安全衛生責任者、元方安全衛生管理者
の選任等、安全衛生組織を整備している。

店社首脳による安全衛生パトロールを実施
している。

リスクアセスメントに基づいた工事現場の
安全衛生計画の作成を支援している。

現場管理者に対して安全衛生教育を実施し
ている。

COHSMOSに基づく店社の安全衛生計画を
実施している。
施工計画段階におけるリスクアセスメント
を実施している。

元方事業者として実施すべき事項のチェックリスト

現場ごとに点検し、チェックが付かなかった・実施内容が不足して
いた項目は改善を図りましょう︕



労働災害発生防止に向けた具体的な措置について

重篤な労働災害を未然に防止するためには、リスクアセスメントによりリスク
を漏れなく洗い出したうえで、下に示す優先順位に従い、効果的なリスク低減措
置を実施する必要があります。

リスク低減措置の優先順位

①計画段階
の措置

②工学的
対策

③管理的
対策

④保護具の
着用等

どうしても残ってしまうリスクについては、作業手順書など
により関係労働者に情報提供しましょう。
どうしても残ってしまうリスクについては、作業手順書など
により関係労働者に情報提供しましょう。

危険な作業の廃止・変更など。
・機器のプレ加工やユニット化を進め、地上で組み立てを
行い墜落の恐れのある高所での作業を削減した。

囲い、安全装置、設備の改善など。
・開口部からの物の落下を防止するため、開口部の養生や
周辺の整理整頓を行った。
・足場と躯体との間から墜落しないよう、手すりや中桟等
の設置の他に足場板で躯体とのすき間を塞いだ。
・立ち馬の脚がOAフロアの穴にはまって転倒しないよう、
立ち馬の設置場所にコンパネを敷いた。

立入り禁止措置、マニュアルの整備など。
・バックホウの近傍に誘導者を配置した他、バケットが旋
回する範囲をカラーコーンで囲って立入り禁止とした。
・台車使用時の転倒や荷の崩壊を防止するため、最大積載
荷重や積載できる資材の高さ等のルールを作った。

③まででは十分な対策が取れない場合に行います。
・高さが２ｍ未満の作業床からも墜落・転落しないよう、
腰より高い位置に親綱を設置し、墜落制止用器具を使用さ
せた。

リスクアセスメントの概要（職場のあんぜんサイト）はこちら→

▼工事現場で実際に実施された労働災害防止対策の事例

店社の取り組みが必要です︕
リスク低減措置の中には、現場単位では実施が難しいも
のがあります。特に①計画段階の措置には予算措置を要
することが多く、店社による取り組みが不可欠です。

https://anzeninfo.mhlw.go.jp/yougo/yougo01_1.html

https://anzeninfo.mhlw.go.jp/yougo/yougo01_1.html
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（参考）管内の建設業における労働災害発生状況

過去６年間の死傷災害の分析（令和元年から令和６年）

 建設業において過去６年間に発生した労働災害（休業４日以上）のうち、64％が重篤災害
（休業30日以上及び死亡）です。

 重篤災害のうち43％を「墜落、転落」による災害が占め、このうち55%は「はしご等
（脚立等含む）又は足場」により発生しています。

被
災
者
数(

人)

 建設業における労働災害の発生件数は、年によって変動がありますが過去６年間平均
して８４人発生しています。

資料出所︓労働者死傷病報告主な死亡災害の事例

死傷災害の
休業見込日数

災害発生状況事故の型発生年月
掘削用機械による敷き鉄板を移動させる作業の補助業務に従事してい
たところ、掘削用機械が転倒し、同機械の下敷きとなった。

激突され令和６年７月

現場で発生したごみを屋外に運んでいた際に倒れ、熱中症により死亡
した。

高温・低温の
物との接触

令和５年8月

足場作業床（地上から２層又は３層目）で外壁材取り付け作業をして
いたところ、地上に墜落した。

墜落、転落令和４年７月

抱き足場の組立て作業中に高さ約７ｍから地上に墜落した。墜落、転落令和４年３月

※労働者死傷病報告による死亡及び休業4日以上の災害で新型コロナウイルス感染症り患者を除く。
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